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ディジタルデバイド地域でのサービス提供条件（離島の例）ディジタルデバイド地域でのサービス提供条件（離島の例）

■■ブロードバンドサービスの設備構成とブロードバンドサービスの設備構成と提供提供上の課題上の課題

本土

離島

光ケーブル等

ＮＴＴ収容ﾋﾞﾙＮＴＴ収容ﾋﾞﾙ

インターネット

中継
ネットワーク

①海底光ケーブル等、中継ネットワークにつなが
る伝送路に空きがある。

②ブロードバンド用接続装置等を設置する
ため、ＮＴＴ収容ビル内にスペースおよ
び電力の確保が可能である。

◎◎サービス提供するにはサービス提供するには、物理的に、物理的に以下の条件以下の条件を満たす必要があります。を満たす必要があります。

（1/4）

上記上記①①、、②②の条件をの条件を前提に前提に、、収支相償できる収支相償できる一定の需要が見込まれる一定の需要が見込まれるエリアエリア
（ＮＴＴ収容ビル単位）で（ＮＴＴ収容ビル単位）でサービス提供サービス提供が可能となります。が可能となります。
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ゾーンゾーン②②

ディジタルデバイド地域における展開イメージディジタルデバイド地域における展開イメージ

ブロードバンドサービスはユニバーサルサービスではないため、収益性を前提とした事

業展開がなされます。

事業者単独での採算ラインに達しないエリアの場合、行政等の補助により採算性を改善

することで、事業展開が可能となる場合があります。

需要密度が極端に低い遠隔離島等の場合は、行政等の補助を受けても事業展開が困難で

あり、新たな実施スキームの検討が必要となります。

（2/4）
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サービス展開テンポサービス展開テンポ

事業展開が困難な領域事業展開が困難な領域

事業者単独で事業者単独で
の採算ラインの採算ライン

事業者単独で事業事業者単独で事業

展開可能な領域展開可能な領域

事業者＋補助等で事業者＋補助等で

事業展開可能な領域事業展開可能な領域

補助等による採算補助等による採算
ラインの改善ラインの改善
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ゾーンゾーン①①

ゾーンゾーン③③ ゾーンゾーン④④

ゾーンゾーン⑤⑤

・小規模遠隔離島
・山岳地域 等

・大中規模離島
・中山間部 等

・政令指定都市
・県庁所在地都市
等

パターン①

パターン②

パターン③

パターン④

パターン⑤

補助主体

－

国・県・市（大規模）

県・市

町村

（国）



ディジタルデバイド地域における行政等による補助・支援スキームの例ディジタルデバイド地域における行政等による補助・支援スキームの例

サービス提供に係る設備

・アクセス光ケーブル
・ＢＢｻｰﾋﾞｽ用接続装置 等
・海底光ケーブル

サービス提供に係る設備

・アクセス光ケーブル
・ＢＢｻｰﾋﾞｽ用接続装置 等
・海底光ケーブル

①自治体等で設備を保有し、できる限り安
価に貸し出しを行う

②設備設置コストの一部を負担

①自治体等で設備を保有し、できる限り安
価に貸し出しを行う

②設備設置コストの一部を負担

（２）維持費用

ディジタルデバイド地域に対してブロードバンドサービスを展開する場合には、行政等に

よる補助・支援等が必要となると思われます。

（１）初期費用

サービス提供に係る維持費用

・故障対応
・更改対応
・自然災害時の復旧
・お客様個々の開通工事 等

サービス提供に係る維持費用

・故障対応
・更改対応
・自然災害時の復旧
・お客様個々の開通工事 等

①維持運用コストの一部を継続的に負担①維持運用コストの一部を継続的に負担

１．費用負担

２．行政等によるユーザー確保上の支援

（3/4）

【さらに需要密度が低い地域では・・】
事業者が行政からの補助等を受けてもサービス展開が困難なエリアについては、行政主
導の事業とするなど、新たな事業スキーム検討等が必要となると思われます。




